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競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示

国 土 交 通 省 国 土 地 理 院 の 所 掌 す る 測 量 業 務 に 係

る 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資

格 で 、 令 和 ８ 年 度 末 を 有 効 期 限 と す る も の の 申 請

方 法 等 を 次 の と お り 公 示 す る 。

令 和 ８ 年 ３ 月 31日

国 土 交 通 省 国 土 地 理 院 長 河 瀬 和 重

◎ 調 達 機 関 番 号 02 0 ◎ 所 在 地 番 号 08

１ 測 量 の 業 務 種 別

① 基 準 点 測 量

② 写 真 測 量

③ 地 図 調 製

④ 地 理 調 査

２ 申 請 の 時 期 及 び 場 所

下 記 に 掲 げ る 提 出 場 所 に お い て 、 随 時 、 電 子

メ ー ル 、持 参 又 は 郵 送 に よ り 申 請 を 受 け 付 け る 。

提 出 場 所

国 土 交 通 省 国 土 地 理 院 総 務 部 契 約 課 調 査 係

（ 〒 30 5 - 0 8 1 1 茨 城 県 つ く ば 市 北 郷 １ 番
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（ 電 話 029 - 8 6 4 - 4 4 0 5））

３ 申 請 の 方 法

(1) 申 請 書 の 入 手 方 法

「 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請

書（ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 ）｣（ 以 下「 申

請 書 」 と い う 。） は 、 次 の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド

レ ス へ ア ク セ ス し て 取 得 す る も の と す る 。

htt p s : / / w w w . m l i t . g o . j p / c h o t a t s u / s h i k a k u s h

i n s a / i n d e x . h t m l

( 2 ) 申 請 書 の 提 出 方 法

申 請 者 （ 申 請 者 が 経 常 測 量 共 同 企 業 体 で あ

る 場 合 に お い て は 、 そ の 代 表 者 。） は 、 申 請

書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 電 子 メ ー ル 、

持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 出 す る も の と す る 。 申

請 書 及 び 添 付 書 類 （ 以 下 「 申 請 書 類 等 」 と い

う 。） の 提 出 部 数 は 各 １ 部 と す る 。

（ 添 付 書 類 ）

① 業 態 調 書

② 営 業 所 一 覧 表

③ 技 術 者 経 歴 書
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④ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 登

記 事 項 証 明 書 又 は こ れ の 写 し

⑤ 測 量 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 188号 ） 第 55条

の ５ の 規 定 に よ る 登 録 を 受 け て い る こ と を

証 明 す る 書 類 又 は そ の 写 し (た だ し 、 測 量 に

関 す る 調 査 研 究 の み を 希 望 す る 場 合 を 除

く 。 )

⑥ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 申

請 す る 日 の 直 前 の 事 業 年 度 終 了 日（ 以 下「 審

査 基 準 日 」 と い う 。） の 直 前 １ 年 の 各 事 業

年 度 の 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 並 び に 株 主

資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 。 個 人 で

あ る 場 合 に お い て は 、 審 査 基 準 日 の 直 前 １

年 の 各 事 業 年 度 の 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算

書

⑦ 納 税 証 明 書 の 写 し （ 申 請 者 が 個 人 で あ る

場 合 に お い て は 、 国 税 通 則 法 施 行 規 則 （ 昭

和 37年 大 蔵 省 令 第 28号 。 以 下 「 国 税 規 則 」

と い う 。） 別 紙 第 ９ 号 書 式 （ そ の ３ ） 又 は

（ そ の ３ の ２ ）、 法 人 で あ る 場 合 に お い て



- 4 -

は 、 国 税 規 則 別 紙 第 ９ 号 書 式 （ そ の ３ ） 又

は （ そ の ３ の ３ ））

た だ し 、 納 付 す べ き 租 税 が 更 生 債 権 又 は

再 生 債 権 と な り 、 更 生 計 画 又 は 再 生 計 画 が

認 可 さ れ て い な い た め 納 付 が で き ず 、 納 税

証 明 書 の 写 し を 提 出 で き な い 場 合 又 は 納 税

額 に つ い て 係 争 中 の た め 、 当 該 係 争 部 分 に

係 る 納 税 証 明 書 の 写 し を 提 出 で き な い 場 合

（ 係 争 部 分 以 外 の 租 税 に つ い て は 納 税 証 明

書 の 写 し を 提 出 し て い る こ と が 必 要 ） は 、

そ れ ぞ れ 租 税 の 納 付 が で き な い こ と を 示 す

書 類 又 は 納 税 額 に つ い て 係 争 中 で あ る こ と

を 示 す 書 類

⑧ 申 請 者 が 共 同 企 業 体 で あ る 場 合 に お い て

は 、 共 同 企 業 体 協 定 書 の 写 し

⑨ 申 請 者 が 事 業 協 同 組 合 で あ る 場 合 に お い

て は 、 官 公 需 適 格 組 合 証 明 書 の 写 し 、 事 業

協 同 組 合 役 員 ・ 組 合 員 名 簿 等

［ 注 ］

(A ) 申 請 者 が 一 般 社 団 法 人 等 （ 一 般 社 団 法 人
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及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18年

法 律 第 48号 ） 及 び 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財

団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18年 法

律 第 49号 ） の 規 定 に 基 づ く 一 般 社 団 法 人 若

し く は 一 般 財 団 法 人 又 は 、 公 益 社 団 法 人 若

し く は 公 益 財 団 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。）

で あ る と き は 、① 、③ 及 び ⑤ に 掲 げ る 書 類 、

② 及 び ⑥ に 掲 げ る 書 類 に 準 ず る 書 類 並 び に

定 款 を 提 出 す る も の と す る 。

(B ) 添 付 書 類 は 、 測 量 法 第 55条 の ８ に 規 定 す

る 書 類 の 写 し を も っ て ④ 及 び ⑤ に 掲 げ る 書

類 並 び に ⑥ に 掲 げ る 書 類 又 は こ れ に 準 ず る

書 類 に 代 え る こ と が で き る 。

(3) 申 請 書 等 の 作 成 に 用 い る 言 語 等

① 申 請 書 類 等 は 、 日 本 語 で 作 成 す る も の と

す る 。

② 申 請 書 類 等 中 の 金 額 に つ い て は 、 外 国 貨

幣 額 に あ っ て は 、 出 納 官 吏 事 務 規 程 （ 昭 和

22年 大 蔵 省 令 第 95号 ） 第 16条 の 外 国 貨 幣 換

算 率 に よ り 換 算 し た 邦 貨 額 を 記 載 す る も の
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と す る 。

４ 競 争 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格

次 の ① か ら ⑦ ま で に 掲 げ る 者 で な い こ と 。

① 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 22年 勅 令 第 16

5号 。 以 下 「 予 決 令 」 と い う ｡） 第 70条 に 該

当 す る 者

② 予 決 令 第 71条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 し 、 期 間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な

い こ と と さ れ た 者 の う ち 、 当 該 期 間 を 経 過

し な い 者

③ 経 営 状 態 が 著 し く 不 健 全 で あ る と 認 め ら

れ る 者

④ 申 請 書 若 し く は 添 付 書 類 又 は 資 格 審 査 申

請 用 デ ー タ 中 の 重 要 な 事 項 に つ い て 虚 偽 の

記 載 を し 、 又 は 重 要 な 事 実 に つ い て 記 載 を

し な か っ た 者

⑤ 測 量 法 第 55条 の ５ の 規 定 に よ る 登 録 を 受

け て い な い 者 （ た だ し 、 測 量 に 関 す る 調 査

研 究 の み を 希 望 す る 場 合 を 除 く 。）

⑥ 測 量 の 業 務 種 別 に 応 じ 、 別 に 定 め る 測 量
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業 務 種 別 資 格 基 準 に 定 め る 技 術 者 を 有 し て

い な い 者

⑦ 共 同 企 業 体 で 、 そ の 構 成 員 に ① か ら ⑤ （

た だ し 、 測 量 に 関 す る 調 査 研 究 の み を 希 望

す る 者 に つ い て は 、 ① か ら ④ 。） ま で に 該

当 す る 者 を 含 む も の

５ 競 争 参 加 者 の 資 格 審 査

４ に 定 め る 資 格 を 有 し な い 者 に つ い て は 、 一

般 競 争（ 指 名 競 争 ）参 加 資 格 が な い と 認 定 す る 。

そ れ 以 外 の 者 に つ い て は ､( 1 )に 掲 げ る 客 観 的 事

項 の 項 目 及 び (2 )に 掲 げ る 主 観 的 事 項 の 項 目 に

つ い て 総 合 点 数 を 付 与 し 、希 望 業 務 種 別 ご と に 、

総 合 点 数 の 高 点 順 （ 同 点 の 場 合 は 、 年 間 平 均 実

績 高 の 順 ） に 配 列 し 、 当 該 業 務 種 別 に お け る 順

位 を 付 し て 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 が あ

る と 認 定 す る 。

(1) 客 観 的 事 項

① 審 査 基 準 日 の 直 前 ２ 年 間 に お け る 各 事 業

年 度 の 希 望 業 務 種 別 ご と の 年 間 平 均 実 績 高

② 審 査 基 準 日 の 直 前 の 事 業 年 度 の 決 算 に お
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け る 自 己 資 本 額

③ 審 査 基 準 日 に お け る 希 望 業 務 種 別 ご と の

技 術 者 （ 測 量 士 又 は 測 量 士 補 ） の 数

④ 審 査 基 準 日 ま で の 営 業 年 数

(2) 主 観 的 事 項

令 和 ４ ・ ５ 年 度 に お け る 希 望 業 務 種 別 ご と

の 業 務 成 績

６ 資 格 審 査 結 果 の 通 知

「 一 般 競 争（ 指 名 競 争 ）参 加 資 格 認 定 通 知 書 」

に よ り 通 知 す る 。

７ 資 格 の 有 効 期 間

資 格 認 定 の 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 31日 ま で と す

る 。


